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Ⅰ 計画策定の趣旨                                  

「障害者の雇用の促進等に関する法律※1（障害者雇用促進法）の一部を改正する法

律」（令和元年６月１４日公布）の施行により、国及び地方公共団体が率先して障がい

者を雇用する責務が明示されるとともに、地方公共団体の任命権者は、「障がい者であ

る職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画（以下「障がい者活躍

推進計画」という。）」を策定することが義務付けられました。 

そこで、本市では、障がいのある職員が働きやすいと実感できる職場の環境づくりや

体制整備を推進するため、「久喜市障がい者活躍推進計画」を策定しました。 

本計画においては、取組状況や目標の達成状況の定期的評価及び計画の点検・見直し

等を行う中で、自律的な PDCA サイクルを確立し、より実効性のある計画となるよう努

めるものです。 

本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が、互いに協力し、誰もがいきい

きと活躍できる職場環境の実現を目指し、組織全体で取り組んでいきます。 

 

Ⅱ 計画の基本的事項                                      

１ 策定主体 

障がい者の活躍推進に向けた取組の効果的な推進や雇用管理の観点から、各任命権 

者が連携して計画を策定します。 

２ 計画期間 

計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

３ 周知・公表 

（１）職員に対する計画の周知 

  計画を策定又は改定した際は、職員ポータル（庁内掲示板）への掲載等により、 

全ての職員に対して周知します。 

 

                                       
※1 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法） 

  障がい者の職業の安定を図ることを目的として定められており、国・地方公共団体・民間企業等の事

業主に対して、障がい者の法定雇用率を定め、法定雇用率に相当する人数以上の障がい者の雇用を義

務付けている。 
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（２）公表 

計画を策定又は改定した際は、市ホームページで公表します。 

また、計画の取組状況や目標の達成状況等についても、毎年度公表します。 

 

４ 障がい者の範囲 

  本計画の対象となる障がいのある職員とは、障害者雇用促進法第 2条第 1号に掲げ

る障がい者であり、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）その

他の心身の機能の障がいがあるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又

は職業生活を営むことが著しく困難な者をいいます。 

  ただし、実雇用率で扱う雇用義務の対象については、障害者雇用促進法第 37条に 

基づき対象障がい者※2とします。 

 

５ 課題 

  令和３年３月１日から、地方公共団体における障がい者の法定雇用率が２.６％（教 

育委員会２.５％）に引き上げられました。 

さらに令和６年４月１日から２.８％（教育委員会２.７％）、令和８年７月１日から 

３.０％（教育委員会２.９％）に目標が引き上げられることとなり、より積極的に障 

がい者雇用に取り組む必要があります。 

また、障がいのある職員が継続して活躍するためには、雇用率の維持だけでなく、 

働きやすいと実感できる職場環境づくりや体制整備の推進が必要です。 

本計画の策定にあたり、障がいのある職員を対象に実施するアンケート調査の結果 

から、職場環境等の課題を明確にし、課題解決に向けた着実な取組を行っていく必要 

があります。 

 

Ⅲ 数値目標                                 

障害者雇用促進法では、地方公共団体の責務として、「自ら率先して障がい者を雇用

するように努めなければならない」とされ、障がい者の雇用確保に向けて、民間企業

等よりも高い法定雇用率が設定されています。 

 

                                       
※2 対象障がい者 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているも 

のに限る。）をいう。 
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１ 採用に関する目標 

・実雇用率 

項 目 内 容 

目 標 

各年度において、当該年度６月１日時点の法定雇用率以上。 

令和６年４月１日から２.８％ 

令和８年７月１日から３.０％ 

 

※障害者雇用促進法第 42 条第 1 項により、特例認定を受けている

ため、久喜市教育委員会との合算で算定します。 

評価方法 毎年の任免状況通報により把握・進捗管理を行う。 

    

２ 定着に関する目標 

   ・定着状況（採用１年後の職場定着） 

項 目 内 容 

目 標 不本意な離職者を極力生じさせない。 

評価方法 
毎年の任免状況通報の基準日（６月１日）を基準に、前年度採用

した障がいのある職員の定着状況を把握・進捗管理する。 

 

３ 満足度に関する目標 

  ・満足度 

項 目 内 容 

目 標 全体満足度が前年度を下回らない。 

評価方法 
毎年、基準日（６月１日）に在籍している障がいのある職員に対

し、職場の満足度についてのアンケート調査を実施し把握する。 

 

Ⅳ 障がい者の活躍推進に向けた取組                      

１ 障がい者の活躍を推進する体制整備 

（１）障害者雇用推進者の選任 

  障害者雇用促進法第７８条第１項の規定に基づき、任命権者ごとに「障害者雇用 

推進者」を選任し、障がい者雇用の促進等の責任者に位置付けます。 
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【各実施機関の障害者雇用推進者】 

実施機関（任命権者） 障害者雇用推進者 

久喜市長 総務部人事課長 

久喜市議会議長 議会事務局議会総務課長 

久喜市農業委員会 農業委員会事務局長 

久喜市教育委員会 教育部教育総務課長 

●障害者雇用推進者の主な業務 

・障がい者の雇用の促進及び継続を図るため、施設又は設備の設置・整備、その他の

諸条件の整備を図るための業務 

・対象障がい者の採用に関する計画（以下「障がい者採用計画」という。）の作成及び

当該計画の円滑な実施を図るための業務 

・障がい者採用計画の適正な実施に関する勧告及び対象障がい者の確認の適正な実施

に関する勧告を受けたときは、当該勧告に係る厚生労働省との連絡に関する業務 

・厚生労働大臣に対する対象障がい者である職員の任免に関する状況の通報及び公表 

・障がい者を免職する場合における公共職業安定所長への届出の業務 

（２）障害者職業生活相談員の選任 

  障害者雇用促進法第７９条第１項の規定に基づき、一定数（５人）以上の障がい 

者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、障がい者の職業 

生活全般についての相談、指導を行わせることとなっています。 

したがって、職員の採用を行っている市長部局において、人事課職員から選任要 

件に基づく者を「障害者職業生活相談員」として選任するものとします。 

（３）相談しやすい体制の整備 

  障がいのある職員に対する組織内の人的サポート体制として、「障害者職業生活相

談員」が対応にあたるとともに、心や身体の健康についての相談先として、産業医や

臨床心理士、保健師等による相談の利用を促します。 

（４）障がい者活躍推進チームの設置 

  障がいのある職員が働きやすい職場環境の整備に向け、関係部署の責任者を構成員

とする「障がい者活躍推進チーム」が、年 1回「障がい者活躍推進検討会議」を実施

することにより、本計画の取組状況の評価、及び計画の点検・見直し等を図るものと

します。なお、構成員については、議題等により必要に応じて関係所属職員を追加で

きるものとします。 
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【障がい者活躍推進チーム】 

実施機関（任命権者） 構成員 

久喜市長 総合政策部財政課長 

総務部管財課長 

総務部人事課長 

総務部人権推進課長 

福祉部障がい者福祉課長 

上下水道部上下水道経営課長 

久喜市議会議長  議会事務局議会総務課長 

久喜市農業委員会 農業委員会事務局長 

久喜市教育委員会 教育部教育総務課長 

その他 障害者職業生活相談員 

議題により必要な関係所属職員 

（５）その他 

・対象職員については、人事異動等により変更が生じるため定期的に更新を行います。 

・障がいのある職員の所属所を中心に、障がい者雇用関連研修の受講案内を行い、積

極的な参加を促すほか、全ての職員に対して、障がいに関する基礎知識や必要な配

慮等に関する理解促進・啓発のための情報提供を行います。 

２ 障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

障がいのある職員を対象に、毎年度実施するアンケート調査や人事評価面談等を活

用しながら、必要な配慮事項を把握するとともに、可能な範囲で本人の障がい特性に

合った業務の割り振り等を行うよう努めます。また、職務遂行状況に応じて、継続的

に職務選定や職務の創出について検討を行います。 

３ 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）職務環境 

  アンケート調査及び自己申告等により、障がいのある職員からの要望を踏まえ、よ

り働きやすい職場環境の整備に取り組みます。また、予算措置を必要とする整備につ

いては、合理的配慮として可能な範囲で措置を講ずるよう努めます。 
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（２）職員の採用・育成 

  職員採用においては、障がい者枠での採用の継続実施に努めます。 

    また、障がい者の採用を行うにあたっては、厚生労働省が示している「障害者差別 

禁止指針」及び「合理的配慮指針」等を踏まえた上で対応します。 

（３）働き方 

時差出勤やテレワーク（在宅勤務）、計画的な年次有給休暇や各種休暇の利用な

ど、個々の状況に応じた働き方を推進します。 

（４）キャリア形成 

  各種研修、人事異動等を通じて、個々のキャリア形成を図ります。 

研修においては、障がいのある職員の希望を踏まえつつ、実務研修、能力向上研修 

等の教育訓練を実施するとともに、受講しやすい環境整備に努めます。 

（５）その他の人事管理 

 ・人事評価面談等を通じて、障がい特性や希望する職務等を把握するとともに、人事

異動にあたっては、可能な範囲で業務との適切なマッチングに努めます。 

・障がいのある職員を対象に職場満足度に関するアンケート調査を年１回実施すると

ともに、人事評価面談の聞き取り内容等から、現状の課題や改善点を抽出し、課題

解決に向けた取組に努めます。 

・障がいのある職員からの要望を踏まえ、通勤手段への柔軟な配慮に努めます。 

・中途障がい者（在職中に疾病・事故等により障がい者となった者をいう。）について

は、円滑な職場復帰のために必要な職務の選定や職場環境の整備、通院への配慮等

に努めます。 

・離職を希望する者がいた場合には、可能な範囲で理由を聴取し改善に努めます。 

４ その他 

・国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律※3 に基づ

き、障害者就労施設等への発注等を通じて障がい者の活躍の場の拡大を推進します。 

 

                                       

※3 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

（障害者優先調達推進法） 

   障害者就労施設等の受注の機会を確保することを目的に定められており、本市に 

おいても、「久喜市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を定めて 

いる。 


